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小名浜道路維持管理業務委託 

 

公募型プロポーザル募集要領 <令和７年度版> 

 

１ 目 的  

この要領は、いわき上三坂小野線（小名浜道路）「いわき泉ＩＣ」から「いわき山田

ＩＣ」を結ぶ延長8.3㎞の自動車専用道路を県が管理するに当たり、道路利用者の安  

全・安心を守り、24時間体制で道路管理業務を実施できる体制を確保することを目的に

公募型プロポーザル方式(以下「プロポーザル」という。)により業務受託者を募集・決

定する際の手続きについて、必要な事項を定める。  

 

２ 委託業務の概要  

（１）業務名  

小名浜道路維持管理業務委託 

（２）業務内容  

１ 路線名 いわき上三坂小野線（小名浜道路）  

２ 区  間 いわき泉ＩＣ～いわき山田ＩＣ L=8.3㎞ W=7.0(13.5)m  

【総価契約】  

① 道路管理業務（道路監視） 道路延長 L=8.3㎞  

② 道路管理業務（道路巡視） 道路延長 L=8.3㎞ 巡視5回／日  

③ 研修・交通規制訓練（雪氷研修も含む） 

【単価契約】  

① 道路管理業務（緊急出動） 緊急出動30時間/年、交通誘導15時間/年  

② 道路維持補修業務（道路維持、舗装修繕） 管理延長L=8.3㎞  

③ 雪氷対策業務(除雪、凍結抑制剤散布) 管理延長L=8.3㎞  

※詳細な業務の内容については特記仕様書を確認すること。 

 

（３）業務委託の期間  

令和7年4月1日から令和9年3月31日まで  

※令和7年4月1日～開通までは準備工及び研修・交通規制訓練期間とする。 

（４）業務の規模  

概算額380百万円（総価契約及び単価契約の２ヶ年合計とし、消費税抜き）を上

限とする。 
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３ 提案書について  

提案書は、「連携・連絡体制に対する提案」（様式－４－１）、「自動車専用道路の

維持管理に対する提案」（様式－４－２）、「緊急時の対応に関する提案」（様式－４

－３）について作成すること。  

（１）片面使用、横書きとする。 

（２）МＳ明朝１０ポイントかつ最大４６行とすること。  

（３）様式－４－１、様式－４－２、様式－４－３には、今回の提案を評価項目毎に片面

１枚以下（計３枚以下）にまとめて簡潔に記載すること。  

（４）文書を補完するための写真、図表、イラスト等を使用することも可とする。  

 

４ 参加資格等  

提案書を提出する者は、協同組合又は共同企業体であって、協同組合は（１）の要件

を、共同企業体は（２）の要件をすべて満たすものとする。  

（１）協同組合（以下「組合」という。）にあっては次の要件を満たしていること。  

ア 定款で道路の維持管理の共同受注を目的としていること。  

イ 組合員は、地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者であるこ

と。  

ウ 組合は、評価基準日（令和7年2月18日（提案書の提出期限の日））に福島県建設

工事等入札参加資格制限措置要綱（令和3年8月24日総務部長依命通達）に基づく入

札参加資格制限中の者でないこと。  

エ 組合は、建設業法の許可業種土木工事業及びとび・土工工事業の許可を得ている

か、又は、同要件を満たしている１者以上の組合員を含むこと。 

オ 組合員は、福島県令和5・6年度工事等請負有資格者名簿の一般土木工事におい

て、格付等級がＢ等級以上の者又は提案書等提出期日（令和7年2月18日（火））か

ら過去５年以内にいわき建設事務所若しくは勿来土木事務所発注の維持管理業務

（道路又は除雪）の受注実績がある者であること。なお、Ａ等級の組合員を１者以

上含むこと。  

カ 組合員は、いわき建設事務所管内又は勿来土木事務所管内のいずれかに主たる本

店又は支店・営業所(※)を有する者であること。  

※支店・営業所とは、県内に本店を有する者（県内業者）の支店・営業所であっ

て、福島県令和5・6年度工事等請負有資格者名簿に記載された委任先をいう。  

キ 組合員の数は２者以上とする。 

ク 主任技術者については、事故、地震、気象警報等の緊急時において管理事務所に

常駐できる者であること。 

なお、主任技術者とは、建設業法でいう主任技術者と同等の資格要件を有する者と

し、主任技術者の変更は原則認めない。主任技術者を配置することができなくなっ
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たときは、速やかに入札書を無効とする申出書を提出しなければならない。ただ

し、変更しようとする主任技術者が、技術提案書に記載した主任技術者以上の総合

評価点を獲得できる主任技術者の場合には、変更を認める。 

ケ 組合は、道路管理のための道路管理員、緊急時の通行規制等に対応するための交

通誘導員又は作業員を適切に配置できる者であること。  

コ 組合は、除雪作業に関わる作業員として、除雪車兼凍結抑制剤散布車のオペレー

ターを適切に配置できる者であること。  

なお、「除雪車兼凍結抑制剤散布車」の運転には大型免許を要するため、大型免許

取得者を適切に配置できる者であること。  

（貸与車両は小名浜道路維持管理業務委託特記仕様書第１９条（２）のとおりとす

る。） 

サ 組合員のうち半数以上は、小名浜道路の「いわき泉ＩＣ」「いわき添野ＩＣ」

「いわき小名浜ＩＣ」「いわき山田ＩＣ」のいずれかのＩＣに３０分以内で到着可

能な場所に、主たる本店又は支店・営業所を有する者であること。主たる本店又は

支店・営業所からICまでの移動には高速道路の利用も可能とし、走行速度は一般道

40㎞/h、磐越道、常磐道80㎞/hまたは100km/h（各区間の法定速度による）とし算

出する。  

シ 組合員は、当該プロポーザルに参加する他の組合又は共同企業体の構成員と重複

してはならない。  

（２）共同企業体にあっては次の要件を満たしていること。  

ア 共同企業体は、小名浜道路維持管理業務委託共同企業体協定書により共同企業体

の協定書を締結している者であること。  

イ 構成員は、地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。  

ウ 構成員は、評価基準日（令和7年2月18日（提案書の提出期限の日））に福島県建

設工事等入札参加資格制限措置要綱（令和3年8月24日総務部長依命通達）に基づく

入札参加資格制限中の者でないこと。  

エ 構成員は、建設業法の許可業種土木工事業及びとび・土工工事業の許可を得てい

るか、又は、同要件を満たしている１者以上の構成員を含むこと。 

オ 構成員は、福島県令和5・6年度工事等請負有資格者名簿の一般土木工事におい

て、格付等級がＢ等級以上の者又は提案書等提出期日（令和7年2月18日（火））か

ら過去５年以内にいわき建設事務所若しくは勿来土木事務所発注の維持管理業務

（道路又は除雪）の受注実績がある者であること。なお、代表構成員はＡ等級の者

であること。  

カ 構成員は、いわき建設事務所管内又は勿来土木建設事務所管内のいずれかに主た

る本店又は支店・営業所(※)を有する者であること。  

※支店・営業所とは、県内に本店を有する者（県内業者）の支店・営業所であっ
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て、 福島県令和5・6年度工事等請負有資格者名簿に記載された委任先をいう。  

キ 構成員の数は２者以上とする。  

ク 全ての構成員の出資比率が、均等割の１０分の６以上であること。なお、代表構

成員は出資比率が構成員中最大であること。  

ケ 主任技術者については、事故、地震、気象警報等の緊急時において管理事務所に

常駐できる者であること。 

なお、主任技術者とは、建設業法でいう主任技術者と同等の資格要件を有するもの

とし、主任技術者の変更は原則認めない。主任技術者を配置することができなくな

ったときは、速やかに入札書を無効とする申出書を提出しなければならない。ただ

し、変更しようとする主任技術者が、技術提案書に記載した主任技術者以上の総合

評価点を獲得できる主任技術者の場合には、変更を認める。  

コ 共同企業体は、道路管理のための道路管理員、緊急時の通行規制等に対応するた

めの交通誘導員又は作業員を適切に配置できる者であること。  

サ 共同企業体は、除雪作業に関わる作業員として、除雪車兼凍結抑制剤散布車のオ

ペレーターを適切に配置できる者であること。  

なお、「除雪車兼凍結抑制剤散布車」の運転には大型免許を要するため、大型免許

取得者を適切に配置できる者であること。  

（貸与車両は小名浜道路維持管理業務委託特記仕様書第１９条（２）のとおりとす

る。）  

シ 構成員のうち半数以上は、小名浜道路の「いわき泉ＩＣ」「いわき添野ＩＣ」

「いわき小名浜ＩＣ」「いわき山田ＩＣ」のいずれかのＩＣに３０分以内で到着可

能な場所に、主たる本店又は支店・営業所を有する者であること。主たる本店又は

支店・営業所からＩＣまでの移動には高速道路の利用も可能とし、走行速度は一般

道40㎞/h、磐越道、常磐道80㎞/hまたは100km/h（各区間の法定速度による）とし

算出する。   

ス 構成員は、当該プロポーザルに参加する他の組合又は共同企業体の構成員と重複

してはならない。 

 

５ 提出書等について  

（１）提出書（協同組合・共同企業体共通：様式－３－１、建設業許可書の写し、協同組

合の場合は定款・組合員名簿・事業計画書等の写し、共同企業体の場合は様式－３

－２・様式－３－３）の提出期限並びに提出場所 及び方法  

  ア 提出期限 令和７年２月１８日 午後５時 

  イ 提 出 先 福島県いわき建設事務所小名浜道路課 

  ウ 提出方法 １部持参又は郵送 
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エ そ の 他  郵送による場合は、提出期限の日までに到着したものまで有効としま

す。（提出期限の日までに提案書等が到着しないことを理由に提案書等

を無効とした場合、一般書留又は簡易書留による配達の記録を有さない

者からの異議は受け付けませんのでご注意ください。また、特定記録郵

便は、受領印の押印又は署名を行わずに受取人の郵便受箱に配達するも

のであるため、配達の記録を有しませんのでご注意ください。） 

（２）提案書等（様式－４－１、４－２、４－３、５－1、５－２、５－３、５－４）の

提出期限並び に提出場所及び方法  

   ア 提出期限 令和７年２月１８日 午後５時 

  イ 提 出 先 福島県いわき建設事務所小名浜道路課 

  ウ 提出方法 １部持参又は郵送 

エ そ の 他  郵送による場合は、提出期限の日までに到着したものまで有効としま

す。（提出期限の日までに提案書等が到着しないことを理由に提案書等

を無効とした場合、一般書留又は簡易書留による配達の記録を有さない

者からの異議は受け付けませんのでご注意ください。また、特定記録郵

便は、受領印の押印又は署名を行わずに受取人の郵便受箱に配達するも

のであるため、配達の記録を有しませんのでご注意ください。） 

①提案書の提出は、参加表明者の所属する協同組合等で１提案のみとする。  

②上記の提出期限以降における提案書等の内容変更及び再提出は認めない。  

③業務実施体制（様式－５－１）、主要業務実績表（様式－５－２、様式－５－

３）の作成に当たっては、以下の項目に留意すること。  

ア 業務実施体制に記載した配置予定技術者のうち、主任技術者、除雪機械のオペ

レーターの資格・経歴等を記載し、保有資格証の写しを提出するものとする。  

イ 保有資格はそれぞれの様式に記載するものとする。  

ウ 同種又は類似の業務実績は、提案書等提出期日（令和7年2月18日（火））から

過去５年以内に業務した実績とし、記載件数は５件以内とする。なお、契約内容

及び業務目的がわかる資料（契約書の写し、仕様書等）を添付すること。  
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６ プロポーザルの評価項目・配点 

 ①配置予定技術者及び地域における管理精通度に関する評価項目  

評価項目 評価着目点 判断基準 
配置予定技術者 
（２０点） 

主任技術者 技術者が有する技術
者資格及びその分野 
（１０点）※1 

以下のとおりで評価する。 
 【１０点】１級土木施工管理技士また

は１級建設機械施工管理
技士 

 【５点】 ２級土木施工管理技士、２
級建設機械施工管理技士、
又は、ふくしまME（基礎以
上の資格を有する場合） 

  【０点】 上記①、②の資格を有して
ない場合 

※複数の資格を有している場合は、点 
数の高い資格で評価する。 

 
過去５年以内の同種
業務の実績 
（５点） 

以下のとおり評価する。 
【５点】国又は地方公共団体発注業務

での同種業務※2の実績があ
る。 

【０点】国又は地方公共団体発注業務
での同種業務の実績がない。 

除雪機械の 
オペレーター 

過去５年間以内の除
雪業務の実績 
（５点）※1 

以下のとおり評価する。 
【５点】国又は地方公共団体発注業務

での除雪業務の実績がある。 
【０点】国又は地方公共団体発注業務

での除雪業務の実績がない。 
地域における
管理精通度 
（２０点） 

受注業務実績 
（過去５年以内） 
 
※評価対象 
共同組合：組合 
共同企業体：代表構成員 

以下のとおり評価する。 
【２０点】いわき建設事務所又は勿来

土木事務所発注業務での同
種業務の実績がある。 

【１０点】隣接３管内（県中建設事務所
（須賀川土木事務所管内、石
川土木事務所管内に限る）、
相双事務所、県南建設事務所
）で国又は地方公共団体発注
業務での同種業務の実績が
ある。 

【０点】上記の実績がない場合。 

※1  様式５－１に記載の主任技術者及び除雪機械オペレーターについては「No.1」の

配置予定技術者１名を評価する。 

※2 同種業務とは道路維持管理業務又は舗装維持修繕業務とする。 
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②技術提案に関する評価項目 

評価項目 評価着目点 判断基準 
連携・連絡 
体制に対する 
提案 
（２０点） 

平常時における役割分担・連携・連
絡体制が的確であるか（２０点） 
①明確な指揮系統 
②体系化された役割分担 
③発注者との連携・連絡 
④主任技術者の役割 
⑤その他 

本業務の実施にあたり自動車専用道
路である小名浜道路の路線特性を把握
し、左記の着目点毎に具体的な提案で
あると認められる場合に評価する。 
（様式-4-1「提案書－連携・連絡体制に
対する提案）」 

自動車専用 
道路の維持 
管理に対する
提案 
（３０点） 

常磐自動車道と直結し、４箇所の
インターチェンジを有する自動車専
用道路の安全確保策が的確な提案と
なっているか。 
（２０点） 
①危険個所の把握 
②道路利用者の安全確保策 
③業務作業車の安全確保策 
④安全確保に関する技術力向上の取
り組み 
⑤その他の技術提案 
 
 
 

本業務の実施にあたり自動車専用道
路である小名浜道路の路線特性を把握
し、左記の着目点毎に具体的な提案で
あると認められる場合に評価する。 
（様式-4-2「提案書－自動車専用道路
の維持管理全般に対する提案）」 

常磐自動車道と直結し、４箇所の
インターチェンジを有する自動車専
用道路において事故や災害等の緊急
時に迅速に現場着手し、早期に交通
規制を解除できる的確な提案となっ
ているか。 
（１０点） 
①迅速な現場着手 
②完了目標の設定 
③通行止め発生時の対応 
④異常を発見した場合の対応 
⑤その他の技術提案 

本業務の実施にあたり自動車専用道
路である小名浜道路の路線特性を把握
し、左記の着目点毎に具体的な提案で
あると認められる場合に評価する。 
（様式-4-2「提案書－自動車専用道路
の維持管理に対する提案）」 

緊急時の対応
に関する提案 
（３０点） 

事故や災害等の緊急時における初
動体制の確保が的確となっているか
。 
①的確な人員配置 
②臨機の対応、代替性 
③除雪の出動態勢 
④他機関との連携 
⑤その他（大規模な事故や災害等に
おける人員確保等）の技術提案 

本業務の実施にあたり自動車専用道
路である小名浜道路の路線特性を把握
し、左記の着目点毎に具体的な提案で
あると認められる場合に評価する。 
（様式-4-3「提案書－緊急時の対応に
対する提案）」 

計 １２０点 
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７ 手続等  

（１）担当部署  

いわき市平字梅本１５番地  

福島県いわき建設事務所 事業部 小名浜道路課  

郵便番号   ９７０－８０２６  

電話番号   ０２４２－２４－６０３６  

電子メール  onahama-highway_iwaki@pref.fukushima.lg.jp  

（２）公告方法及び期間  

①公告方法  

プロポーザルの手続開始及び応募に必要な書類は、福島県いわき建設事務所ホー

ムページに掲載する。  

②公告期間  

令和7年1月29日（水）から令和7年2月18日（火）の午後５時までとする。  

 

８ 不明の点がある場合の質疑について  

（１）質問書（様式－１）の提出期限並びに提出場所及び方法  

質疑事項がある場合、質問書（様式－１）を用い、令和7年2月3日（月）午後５時

までに、 福島県いわき建設事務所小名浜道路課に持参又は電子メールで提出する

こと。  

なお、電子メールによる場合は、必ず電話で送信確認をすること。  

（２）質問書に対する回答期限及び回答方法  

令和7年2月6日（木）から令和7年2月18日（火）午後５時までの間、質問回答書

（様式－２）を福島県いわき建設事務所ホームページに掲載する。  

 

９ プロポーザルの審査及び業務委託候補者の選定並びに契約の相手方の決定  

プロポーザルの審査は、次の各号の定めるところによる。  

（１）プロポーザルの審査は、５に定める評価項目に基づき審査し、技術提案書の評価を

行い、業務委託候補者１者及び次点者１者を選定する。  

（２）業務委託候補者には、当該業務内容について、単独随意契約により業務を委託す

る。  

なお、業務委託候補者に見積書の提出を求めた結果、契約に至らなかった場合

は、次点の者を業務委託候補者とする。  

（３）審査結果については、企画提案書提出者全員に通知するとともに公表する。  

（４）この手続きに参加した者が、９（５）（６）の失格条項等に該当する場合は、その

者とは契約の締結は行わない。  

なお、この場合は、次点の者を業務委託候補者とする。  
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１０ 失格条項等  

次の各号の一つに該当する場合、プロポーザルは失格とする。  

（１）提案書等が、提出方法、提出先、提出期限に適合しないもの。  

（２）提案書等が、様式及び本要領に示された条件に適合しないもの。  

（３）提案書等に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。  

（４）提案書等に記載すべき事項以外の内容が記載されているもの。  

（５）提案書等に虚偽の内容が記載されているもの。  

（６）本要領に定められた以外の手法により、審査委員又は関係者にプロポーザルに対す

る援助を直接的、間接的に求めた場合。 

  

 

１１ 各種様式等  

プロポーザルの様式は、以下による。  

①質問書 様式－１  

②質問回答書 様式－２  

③プロポーザル方式参加申込書 様式－３－１  

④公募型プロポーザル参加資格審査申請書 様式－３－２  

⑤共同企業体協定書 様式－３－３  

⑥提案書 様式－４－１、様式－４－２、様式－４－３  

⑦業務実施体制 様式－５－１  

⑧主任技術者、除雪機械オペレーター主要業務実績表 様式－５－２  

⑨受注管理業務実績 様式－５－３  

⑩最寄りＩＣまでの到着時間 様式－５－４  

⑪プロポーザル審査結果通知書 様式－６－１（業務委託候補者用）  

⑫プロポーザル審査結果通知書 様式－６－２（次点者用）  

⑬プロポーザル審査結果通知書 様式－６－３（非選定者用）  

⑭公募型プロポーザル方式審査結果 様式－７  

※本プロポーザルで使用する各様式は、福島県いわき建設事務所ホームページから取

得すること。 

 

１２ その他  

（１）提案書等に記載された個人情報は、本業務においてのみ使用するものとし、本人の

同意を得ずに第三者に開示することはない。  

（２）提出された提案書は返却しない。  

（３）提案書の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。  

（４）提出された提案書は、審査及び説明の目的に、その写しを作成し使用することがで



10 

 

きるものとする。  

（５）プロポーザルの審査の公平性、透明性及び客観性を期すため、業務委託候補者、次

点者については、会社名を公表することを原則とする。また、業務委託候補者以外の

者が選定されなかった理由について説明を求めた場合には、その者の取得点数を説明

することとするが、各配点者（審査委員）の配点は非公開とする。  

（６）本業務委託は、令和 7 年 2 月福島県議会定例会において本事業に係る予算が議決さ

れない場合は行わない。 


